
内部統制基本方針（2022.1.1改定）  

 

当社及び当社子会社から成る企業集団（以下、当社グループという）は、高い倫理観のもとに

企業としての社会的責任を適切に遂行し、企業価値の最大化を目指すことを経営の基本方針とし

ます。この基本方針のもと、当社は内部統制システムの整備・維持・向上を推進し、グループ全

体にわたって業務の適正を確保するための体制整備を図ります。 

 

１．当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制 

当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図るため、監査役設置型の経

営管理体制のもと、各々の権限と責任を明確に果たします。 

当社グループの取締役及び使用人は、企業理念に基づく「グループコンプライアンス・リ

スク管理規定」及びその関連規則に則り、実効性のあるコンプライアンス体制の構築とそ

の実践に努めます。 

また、社外取締役および社外監査役による監督機能の充実を図るとともに、内部監査部

門による監査の実施や海外子会社を含めたグローバルな内部通報制度の整備などを行いま

す。 

 

２．当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社グループは、「文書管理規定」及びその関連規則に基づき、経営管理及び業務執行に係

る重要な文書・記録を適切に保存・管理するとともに、取締役及び監査役が容易に閲覧でき

るよう体制を整備します。 

 

３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社グループの円滑な経営の遂行を阻害するリスクを組織的・体系的に管理するため、「グ

ループコンプライアンス・リスク管理規定」を制定し、これに基づいて当社グループは、リ

スク管理部門を定め適切なリスク管理システムを構築します。 

また、コンプライアンス・リスク管理委員会を組織するなど、当社グループにおける的確

なリスク管理を実践するとともに、ＢＣＰ（事業継続計画）の見直しなどにより、緊急事

態による発生被害を最小限に止める体制を構築します。 

 

４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社は、取締役会において、経営方針や経営戦略上の重要な意思決定を行い、この決定に

基づき取締役と主要な執行役員で構成する経営戦略会議を原則的に月２回開催して、業務執

行の的確で迅速な決定を行い、専門分野ごとに選任した執行役員が各担当業務を執行します。 

取締役会は、各取締役の業務執行の状況について、総括及び今後の取組みの報告を受け、

常に監督、監視します。 

これらの経営組織は、「取締役会規則」、「経営戦略会議規定」、「執行役員および執行役員会



規則」に則り確実に運営し、所定の決裁基準に従い明確に決裁します。 

取締役会の決議に基づく職務の執行は、「組織および業務分掌規定」、「職制および職務権限

規定」及び関連規定に基づいて、それぞれの担当組織、責任者がその権限と責任に従い適切

に運営します。 

また、当社子会社においても業務分掌、指揮命令系統、職務権限及び意思決定その他の組

織に関する関連諸規定を定め、それぞれの担当組織、責任者がその権限と責任に従い適切に

運営します。 

 当社グループは、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営

計画を具体化するため、事業年度ごとの重点目標及び予算配分等を定めます。 

 

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

当社グループは、内部統制の基本方針を共有し、業務の適正性を確保するための体制の整

備に努めます。また、当社子会社については、「関係会社管理規定」及び諸規則により、その

役割、権限及び責任を定め、グループ全体の業務の適正化・最適化に資するよう、業務を適

切に執行するとともに、子会社の営業成績、財務状況、その他の重要な情報について、定期

的に当社へ報告する体制を整えます。 

 

６．財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の構築、評

価及び報告に関し適切な整備、運用を図ります。 

 

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議

のうえ、監査役を補助すべき使用人を選任します。選任された使用人への指揮命令権は監査

役に委譲し、当該使用人の任命、異動、評価等の人事に関わる事項の決定は監査役の同意を

得るものとします。 

 

８．当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制 

当社グループの取締役及び使用人は、取締役会、執行役員会、経営戦略会議、及び社内の

重要な会議を通じて、又は定期報告・重要書類の回付等により、経営の意思決定及び業務執

行の状況を監査役に報告するとともに、監査役が事業に関する報告を求めた場合、又は監査

役が当社グループの業務、財産の状況を調査する場合は迅速かつ的確に対応します。 

また、当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役職員からの内部通報

の状況について、定期的に当社監査役に対して報告します。 

なお、当社グループの役職員が内部通報制度において相談などを行なったことを理由

に、相談者に対して報復行為や人事処遇上の取扱いなどにおいて一切の不利益を与えて



はならないことを、「グループコンプライアンス相談窓口運営規定」に明記します。 

９．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

当社グループの代表取締役並びに取締役は、監査役と定期的に意見交換するとともに、監

査役監査の重要性と有用性を認識し、監査役の監査業務に積極的に協力します。 

 

10．監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針 

     当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算

を設けるとともに監査役会が弁護士等の独自の外部専門家を監査役のための顧問とすること

を求めた場合、当社は当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その

費用を負担します。 

   

11．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況 

当社グループは、｢グループコンプライアンス・リスク管理規定｣に基づき、市民社会の秩

序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、一切の関係を遮断します。また、警察、

特殊暴力防止対策協議会、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と連携し、

情報収集の上、組織として反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨む体制を整備します。 


